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高滝ダムは千葉県市原市の養老川中流に位置する千葉県営ダムである。当初の計画が変更されて，平地ダムを水道
水源として利用していることから，いくつかの問題が発生している。ここではその基本的な構図を把握し，利用と保
全にかかわる課題を検討する。
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１．はじめに

養老川は千葉県大多喜町の清澄山系・麻綿原高原を水
源として北向きに流れ，市原市五井の東京湾に注ぐ７５キ
ロメートルほどの河川である。その流れは，農業用水や
川魚漁，水車の動力源などに利用されるとともに，江戸
時代から，鉄道や自動車交通が未発達だった１９３０年代ま
で，水運にも活用されてきた。
１９５０年代に東京湾臨海部の埋め立て地に工場が進出し
始めると，この養老川水系からも工業用水の供給が企図
されることになった。まず，臨海部に近い養老川下流・
右岸に山倉ダムが設置された。このダムは１９５９年に着工
し，１９６４年に完成，ダムには隣接して「千葉県こどもの
国」という公園施設が設けられ，周辺はレクリェーショ
ン施設として活用されている（１）。それに引きつづいて，
工業用水の需要増大を見込んで養老川中流の加茂地区に
高滝ダムの建設が計画された。養老川は中流に位置する
加茂地区で大きく蛇行し，かねてより河川の氾濫による
水害の危険性を予防するための洪水調節用のダム建設が
必要になっていた。そこで千葉県は，工業用水用のダム
に便乗するようなかたちで，洪水調節の役割を担わせよ
うとしたのである。
ところが，１９７３年の「石油ショック」を契機として，

企業側には節約志向が高まり，工業用水に関しても循環
利用するかたちになって，需要の増大は望めなくなった。
普通に考えれば，ここで高滝ダムの建設は中止というこ
とになりそうだが，養老川水系の治水上，ダム建設は何
としても必要なものと位置づけられた。問題は建設費用
の調達である。その出所として考えられたのが上水道事
業の特別会計であった。高滝ダムの水を千葉県水道局
（千葉県水）と市原市営水道（市原市水）が利用するか

たちにして水利権を設定し，最終的には水道利用者に負
担を求める，というわけである（２）。そこでは，「将来の
給水人口の増加」といった予測や，「利根川水系にのみ
依存しない千葉県内における独自の水源の確保」といっ
た文句がうたわれた。しかし養老川の中流に建設される
ダムから飲料用水を取水するには，難点もあった。水質
が悪いのである。工業用水と上水とでは水質の基準が異
なる。工業用水用として立地点を決めたダムの水をその
まま上水に転用することは困難が伴っていた。
このように，高滝ダムの計画は工業用水と洪水調節機

能という点では妥当性をもつ。しかし飲料用水と洪水調
節機能という点では必ずしも適切ではない。ここに，建
設費用の調達に起因する「論理」と「決定」の逆転の構
図をみてとることができる。つまり，当初の計画は「論
理」（工業用水の供給と洪水調節）に基づく「決定」（中
流にダムを建設する）だったものが，費用負担をめぐっ
て既存の「決定」（ダムの位置設定）をそのままにして
「論理」（上水の供給の必要性）を組み立てる，という
転倒を引き起こすことになったのである（３）。
この逆転の構図は，高滝ダムの利用に何をもたらした

のだろうか。ここでは，その帰結するところを検討し，
評価してみることにしよう。

２．高滝地区の来歴

本論にすすむ前に，ダムが立地する高滝地区の来歴に
ついて簡単に触れておくことにしたい。養老川が大蛇行
し最も氾濫のおそれがある地域に人間が定住するように
なったきっかけは，高滝神社（写真１）の存在がかかわっ
ているはずである。『日本三代実録』貞観１０年（８６８年）
９月１７日に「上総国正六位高滝神従五位下」とあって，
すでに９世紀には高滝神社が存在していたことがわかる。
ただし，その「高滝神」が現存する加茂地区の高滝神社連絡先著者：井上孝夫
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と同一か否かははっきりとしない。というのも，高滝神
社には次のような前史があるからである。
養老川上流の泡俣（粟又）の滝に二柱の男神を祀る社

があり，これを高滝神と称していた（写真２，３）。そ
の一方で，中流域に位置する松尾峯には女神を祀る社が
あった。この男神の社を松尾峯の女神の社に合祀したの
がいまの高滝神社ということになる。その際，男神は泡
俣から朝生原にしばらく滞在したため，そこには「石神」
の村名と男根を祀る祠が残された。
その後，高滝神社は承安年間（１１７１～７５年）に山城国

の加茂社を勧請して加茂明神と改称された。これが加茂
村の由来である。ちなみにそれ以前は「下地村」と呼ん
でいたというが，発祥の由来は不明だとされる（４）。それ
に対して，高滝神社の伝承によると，白鳳２年（７世紀
後半）に賀茂村と改称された，とある（市原郡教育会編，
１９１６＝１９７２：１２５６頁）。
高滝神社にかかわる以上のような来歴から何がわかる

だろうか。まず承安年間の加茂明神への改称について，
京都の賀茂（鴨）神社とのかかわりが示唆されている点。
高滝神社の権禰宜で郷土史研究家でもある小幡重康氏に
語っていただいたところ，かつて京都の賀茂社に行って，
この伝承を裏づける資料を探したことがある，という。
しかし結果は，何もなかった。おそらく，京都の賀茂社
との直接的なかかわりはないのだろう。だが，加茂とい
う名称が示唆するところは大きい。承安年間という古代
の末期，熊野修験道勢力がこの地に進出したのだろう（５）。
彼らは修験道の開祖，役行者（役小角）を名乗った。役
行者は『日本霊異記』「役優婆塞伝」によると「賀茂の
役の公」，つまり賀茂の役の民の首長であった。このよ
うに考えると，「加茂」の由来は役行者に由来すること
がわかる。そして，ここでいう「役」には，「採鉱の役」
といった意味合いがある（真弓，１９８５：１９２頁）。つまり
採鉱・冶金の民である修験者が土地の神を祀り，村を開
いた，ということである。ちなみに男神が途中滞在した
朝生原はアサ（砂鉄）の採取地だったと考えられる（６）。
このように捉えると，高滝神の移動に修験道がかかわっ
ていることが推定できる。そして現・高滝神社に落ち着
くのが承安年間だとすると，『日本三代実録』の高滝神
は泡俣滝に祀られた元宮だったとみることが妥当になる
だろう。

３．加茂地区の不安定さ

こうして近世加茂村に至る村の基礎が形づくられたわ
けだが，養老川の大蛇行に伴う氾濫は肥沃な農耕地をも
たらす一方で，洪水の危険性による生活の不安定感もも
たらした。第二次大戦後に限っても，１９６１年と１９７０年の
氾濫は地域住民に大きな被害を与えることになった。も
ともと養老川水系は大規模な河川改修が行なわれたこと
がなく，１９７２年５月に決定された「養老川全体計画」で
改修必要区間が３４キロメートルと設定されたのに対して，
実際の改修区間は４．２キロメートルにとどまっていた。
こうしたなかで，抜本的な対策として洪水調節用ダムの
必要性が高まっていったのである。
それよりも以前，千葉県が高滝ダムに関して旧加茂村

と最初に協議したのは１９５８年のことだった。しかしその
とき，地元の有志は知事に対して「絶対反対」の陳情を
している。その事情について，『高滝ダム工事誌』は次
のように述べている。「高滝ダム建設計画は多くの家屋
が水没すること，昭和３６年６月に水害で大きな被害を受
けた貯水池予定地となった水田が，災害復旧と合わせて
土地改良が完了し，高滝地区の稲作が中心的な存在で
あったこともあり，絶対反対の意見が支配的であった」
（千葉県，１９９０a：６３０頁）。同様の反対陳情は，１９６２年
４月，６３年３月，６８年４月にも継続的に行なわれている
（千葉県，１９９０b：１頁）。
その一方で，１９５８年から６５年にかけて高滝ダムの建設

（写真１）高滝神社

（写真２）養老川上流の粟又の滝

（写真３）粟又（泡俣）に鎮座する高滝神社（元宮）
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にかかわる最初の調査が実施されている。当時，ダム建
設は工業用水の利水用として構想された。計画地点は
現・高滝ダム上流の養老地区北崎橋の上流１５０メートル
地点だった。しかし対象地は泥岩層が１０メートルほどで，
ダム基礎として不適とされた。そこで，１９６８年から７３年
にかけて，ダムサイトを１，５００メートル下流に移して再
度調査が行なわれた。この新たな対象地点では泥岩層が
３０メートルあり，地形，治水機能などの点からもダム建
設に支障なしと判断された。
住民の協力が全く得られなかったのは，周辺整備や生

活再建対策をめぐって話し合いがつかなかったためであ
る。その間の事情について，『高滝ダム工事誌』は次の
ように説明している。「利根川水系以外に大河川を持た
ない千葉県にとって，都市用水の増大に見合う水源確保
が急務となり，昭和４０年代に入り再び高滝ダムの重要性
が打ち出され，建設に向けた調査が開始された。そして，
昭和４３年６月に高滝ダムの具体案が地元に説明がなされ
たが，地元関係者の協力が得られず，昭和４５年に相次い
で結成された地元関係者による組織とダム建設の必要性，
重要性を理解してもらうべき話し合いが続けられたもの
の，ダム建設に伴う周辺整備や生活再建対策などで話し
合いが付かず，一時は土地収用法に基づく地立ち入り調
査の通知を行なう等交渉は難航を極めた」（千葉県，
１９９０a：６３０頁，原文のまま引用）。
交渉は１９７６年１月まで続き，千葉県側が代替地，営農

対策，ダム周辺の観光開発，道路整備などに関する地元
の要望を一定程度受け入れることで，最終的には話し合
いがつくに至った。その結果，１９８０年から８１年にかけて
行なわた用地補償契約には，一般補償のほかに，生活再
建対策（①地域社会の基盤となる補償工事の実施，②「水
源地域対策特別処置法」による水源地域整備計画の実施，
③積極的な地域整備計画と生活再建対策の実施など）が
盛り込まれた（千葉県，１９９０a：６３０―６３１頁）。
ダム建設というと対象地域内に賛成，反対が入り乱れ

て激しい闘争が展開し，着工までに長い年月がかかる，
といった印象が強い。高滝ダムの場合もその例外ではな
いのかもしれない。しかし千葉県と地元住民のあいだの
中間的な立場にあったＭ氏は次のように語ってくれた。

「この地域の住民は水害の危険性から免れることがで
きない。その意味で洪水対策用のダムは必要なものだっ
た。もしダムがなければ，（洪水からのがれるために）
住民は自力ででも高台に這い上がっていかなければなら
なかったのだ。」
「ダム建設の話があった当初，立ち退きはしたくない，
というのが住民の率直な気持ちだった。しかしいいスポ
ンサーがついたな，という思いもあり，補償交渉に期待
する向きもあった。しかし石油ショックで企業が撤退し
てしまい，補償への期待が萎んでしまった」。

高滝ダムは平地ダム（里ダム）で移転対象住宅は１１０
戸を数え，水没地の大半は農地であった。そのため，単
なる金銭的な補償のほかに生活再建補償が強く求められ
たのである。そしてその条件が一定程度実現されたため，
ダム建設計画はすすんでいった，ということである。

４．高滝ダムの水質問題

高滝ダムの本体工事は１９８６年１０月に着工，４年後の
１９９０年３月に竣工した（写真４，５）。地元住民はその
様子をじっと観察していた。１９８９年１１月にダムへの試験
湛水が始まると，湖面はみるみるうちに濁っていった，
という。「この水を飲むのか」というのが住民の思いで
あった。なかには，庭に井戸を掘る人も現われた。何し
ろ，湖底は農地だったのであり，土地の栄養分は水質の
悪化へとつながっていったからである。湛水の翌年から
水質の監視を始めた市原市は水質悪化の要因について，
「高滝湖のCODは，流入河川である養老川（持田崎橋），
古敷谷川（中の橋）の約２倍となっており，植物プラン
クトンの増減がCODの値に大きく関与している」（市原
市環境保健部編，１９９２：１４８頁）と指摘している。高滝
ダムの水質問題は，その立地に起因する構造的なものだ
ということである。
飲料水源とするためには，早急に高滝ダムの水質の改

善が求められた。その具体的な対策は次のようなもので
ある。まず，湖面に噴水船を浮かべ，貯水池の底部に酸
素を供給するというもの。噴水の係留ポイントは４か所
である。また，漁協の浮産卵礁にヨシを繁殖させ，浄化
させようとするもの。以上は汚れた湖面の浄化対策であ
る。次に，ダムに流入してくる河川の浄化対策がある。
石神地区に水質浄化プラント（礫間接触浄化槽および土
壌浄化槽）を設置する，というもの（千葉県高滝ダム管
理事務所，刊行年不明：１６―１７頁）。同様に，上流の徳氏
川で川床に木炭を敷き詰めて浄化しようという試みも
あった（『朝日新聞・千葉版』１９９３年５月２６日付）。
２０１４年現在でいうと，『いちはらの環境（平成２５年版）』
は「高滝ダム貯水池の水質浄化」とする項目を設けて，
その対策を次のように述べている。

「水道水源である高滝ダム貯水池の水質保全について
は，農業集落排水処理施設への接続促進に努めるととも
に，合併処理浄化槽設置事業等による流入対策を進めて
いきます。
また，『水質汚濁防止法』や『市原市水道水源保護条

例』等の法令および『ゴルフ場に関する環境保全協定』
に基づく立入検査・調査により，高滝ダム貯水池の上流
地域の事業所を監視・指導していきます」（市原市環境
保健部編，２０１４：５９頁）。

しかしこうした対策がどの程度有効なのかは疑問も残
る。市原市の水質測定データによって，その点を検討し
てみることにしよう。［表１］は高滝ダムのCOD値を抜
粋したものだが，高滝ダムの各測定地点の水質はいずれ
も環境基準を満たしていない。そればかりか，過去２０年
間，大きな変化はなく，改善の兆しすらみえてこない。
これは，有効な浄化対策を講じることが極めて困難だと
いう現状を示している。

５．鉛汚染問題

高滝ダムの水道水源としての利用に大きな問題を投げ
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かけたのは，千葉県のクレー射撃場から飛んでくる鉛弾
による汚染であった。
まず，この問題を最初に報道した『週刊金曜日』の記

事（須田，２００１）によってその概略をみておくことにし
よう。「射撃場の鉛弾が貯水池周辺を汚染」という見出
しで，１９９９年１１月２９日に市原市役所が行なった水質検査
の結果，射撃場周辺４か所のうち，北側の水路から１
リットルあたり０．０７１ミリグラムの鉛を検出したことが
報道された。これは環境基準値の０．０１ミリグラムの７倍
の濃度に相当する。汚染源の射撃場はクレー射撃で鉛の
散弾を使用していた。施設内には散弾が外部に飛び出さ

ないように防護壁が設けられていたが，散弾の到達距離
は最大で２３５メートルに及ぶため，鉛粒が壁を越えて施
設外に飛散していたのだった。
この射撃場は１９８０年に千葉県が設置した施設で，環境

部自然保護課が管轄し，千葉県猟友会が管理，運営して
いる。狩猟のための実射訓練に使われていた施設である。
問題発覚のきっかけは，１９９６年９月に散弾が施設外の水
田や水路に飛び出しているとして市原市役所に苦情が寄
せられたことによる。それを受けて市原市は１９９７年４月
から，射撃場周辺の鉛汚染を定期的に調査し始めた。そ
して同年７月３１日の調査で，北側水路から０．０１３ミリグ
ラムの鉛を検出したのだった。
だが千葉県はこうした事実を公表せずに，内々に次の

ような措置をとった。①騒音対策として工事が予定され
ていた防護壁を１０メートルかさ上げする，②２０００年２月
４日に，環境部の職員で「千葉県射撃場環境保全対策検
討会」を設置する，③２０００年３月に，応急措置として鉛
をろ過するための簡易沈殿池を水路に設置する，といっ
たものである。その結果，水質調査では，沈殿池の下流
では一定の効果がみられたが，射撃場に近い古屋敷川の
低質土壌の鉛汚染が確認された。
事態が大きく変化するのは，２００１年４月に千葉県知事

に就任した堂本暁子が同年５月８日の記者会見で，飛散
鉛の全面撤去の方針を示したことによる。射撃場の内外
に飛散した鉛は推定６００トンにおよぶことも明らかにさ
れた（『朝日新聞・千葉版』２００１年５月２１日付）。そして
千葉県射撃場は当面のあいだ閉鎖となった。
それを受けて，２００２年２月２５日，千葉県は鉛散弾撤去

計画を発表した。その骨子は，①２００２年度から２００４年度
まで，２万立方メートルの土砂を削り取って鉛分を取り
除く，②射撃場の再開後は鉛散弾を使用しない施設とす
る，というものだった。
千葉県射撃場が再開されたのは２０１３年７月のことだっ

た。計画のとおり，散弾は使用せず，スラッグ弾（一発
弾）のみ使用する施設となった。

６．市原市営水道の問題点

鉛汚染問題は一応決着したかにみえるが，高滝ダムを
利用した水道事業にしわ寄せを与えている。とりわけ，
給水規模の小さい市原市水にとっては死活問題といって
いいような事態が引き起こされている。そこで，高滝ダ

［表１］COD値（※）でみた高滝ダムの水質の変化（COD７５％値，mg／l）

測定地点 １９９４年度 １９９５年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

坂下橋 ３．６ ３．８ ３．６ ３．７ ３．８

加茂橋下流部 ５．８ ６．４ ６．４ ７．３ ７．３

北崎橋 ５．９ ６．８ ６．４ ６．７ ７．３

小佐貫橋下流部 ５．９ ６．６ ６．３ ６．８ ６．６

※高滝ダムによってできた高滝湖の水質基準は，COD値で３以下に設定されている。
ちなみに，３以下はサケ・アユの生息が可能，５以下は比較的汚染に強いコイ，フナ
などの生息が可能，１０以上は下水，汚水と同等の数値である
（資料）市原市環境部環境管理課

（写真４）高滝ダムの全景
（出典）千葉県（１９９０c．１頁）

（写真５）高滝ダム。右手は加茂橋，向いは高滝神社の
社叢，左手に浄化対策用の噴水。
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ムの水利権設定によって，従来の地下水利用から，ダム
の表流水を併用することになった市原市水の抱える問題
点について検討しておこう。
市原市は人口が集中する五井，姉ヶ崎，市原地区の臨

海部は千葉県水の給水区域となっており，市原市営水道
は内陸部を給水区域としている。給水人口は市の人口の
１７パーセントに相当する４万７０００人ほどである。その給
水区域は２１の配水系統があるが，それは，①表流水（高
滝ダム）と地下水を混合している６系統，②地下水のみ
の１３系統，③表流水（高滝ダム）のみの２系統，から構
成されている。表流水は高滝ダムの下流の牛久浄水場と
新井浄水場から配水されている（以上，市原市水道部，
２０１３）。
表流水の利用からすでに２０年以上経過しているわけだ

が，その問題性を当事者は十分認識しているようである。
その一端を，市原市水道部が公表している「経営分析」
に関する資料のなかから，いくつかの項目を抜粋してみ
ておきたい。
［表２］は，施設利用率を示している。施設利用率と
は「配水能力に対する平均配水量の割合」のことで，水
道施設の効率的な利用を判断するための指標である。市
原市水の５０パーセント弱という数値は，効率性がよくな
いことを示している。
［表３］は，１立方メートルあたりの給水原価（（経常
費用－受託工事費）÷年間総有収水量）である。千葉県
水が１９７円に対して，市原市水は５４６円と，２．５倍以上の
格差がある。
［表４］は，供給単価（給水収益÷年間総有収水量），
およびその変化を示している。市原市水は給水原価を無
視して，千葉県水と同等ないしはそれ以下の料金設定を
していることがわかる。その理由は，同じ市内で，同じ
く高滝ダムの水を使いながら，料金が大きく異なるので
は利用者の納得は得られないからだろう。
［表５］は，水道事業の営業収支比率である。営業収
支比率とは，「（営業収益－受託工事収益）÷（営業費用－
受託工事費用）×１００」という計算式から算出され，「営
業費用に対する営業収益の割合」を示している。指数が
高いほどよいわけだが，市原市水の場合，４５パーセント
程度と収支比率はよくない。すでに［表３］［表４］の
比較からも明らかなとおり，ここからは，高滝ダムの建
設によって過剰な給水能力をもつことになったが，他方
でそれがコスト高を招き，借入金が給水利益を大きく上
回り，営業収支比率も悪化している，といった状況が浮
かび上がってくる。もっとも，そこにはコストをただち
に水道料金に反映させにくい，といった事情もあり，市
原市水の料金は県水料金と同等に設定されていることが
［表５］に反映されている，というわけである。
［表６］は，１９９０年度から２０１２年度に至る市原市水の
年度ごとの収支決算を示している。１９９０年度は黒字を計
上していたわけだが，翌年度から赤字になり，年ごとに
赤字幅は拡大していった。１９９５年度以降はあらかじめ一
般会計から予算措置が講じられ，収支バランスが保たれ
るようになっているが，一般会計からの負担額は毎年度
１０数億円にのぼっている。
このような状況について，市原市監査委員の指摘をみ

ておきたい。まず，建設改良事業費の内訳については，
次の５点を挙げている。

「建設改良事業では，①高滝ダムで検出される異臭味
原因物質を取り除くための設備の新設工事，②地下水給
水区間の表流水補完体制・新規加入への対応を図るため
の送水管の整備，③表流水への転換への対応を図るため
の配水池の増設（継続事業），④土地区画整理事業に伴
う排水管の整備，⑤既設排水管の布設替え等が行われ
た。」（市原市監査委員，２０１３：２５頁，なお，①～⑤の番
号は引用者による）。

これら５点のうち，①，②の前段，③はいずれも高滝
ダムの利用に起因している。つづいて，経営状況につい
ては，次のように述べる。

「経営状況は，総収益２７億８８６万円（対前年比４．２％減）
に対して，総費用２７億８５４万円（同４．２％減）で，当年度
純利益３２万円を計上している。しかしその内容をみると，
総収益のうち一般会計からの負担金１３億６６４７万円，補助
金２億９５５３万円が繰入れられている。」「なお，供給単価
と総費用ベースでの給水原価を比較すると，有収水量１
m３当たりの供給単価が１９８円６０銭（対前年比０．５％減）
であるのに対して，給水原価は５４６円６６銭（同３．９％減）
で，３４８円６銭の費用超過（同５．７％減）と前年度より改
善していることから，一定の営業努力は認められるが，
引き続き費用超過は高水準となっている」（市原市監査
委員，２０１３：２５頁）。

ここでは経営状況が一見して純利益を生んでいるかに
みえるが，実際は赤字分を見越した予算措置が取られて
いることを指摘している。しかもその金額は前年度に比
べて若干減少したものの依然として高水準だということ
が述べられている。そのうえで，監査委員は以下のよう
に結論づけている。

「……引き続き有収率向上対策を講じるとともに，支
出内容を精査するなど，効率的な運営を図り，一般会計
からの繰入金に過度に依存することのないよう，引き続
き努力されたい」（市原市監査委員，２０１３：２６頁）。

おそらく現行の水道会計の枠組みのもとでは，このよ
うな指摘が限界となるだろう。一般会計繰入金は高滝ダ
ムの建設費用負担分と考えれば，水道会計の実質的な赤
字の補填分を利用者に求めることには無理が伴うからで
ある。

７．地下水利用の問題点

市原市は「一郡一市」といわれるように，旧市原郡の
町村が合併して一市として成立した。臨海部は工業地帯
であり，その外側に住宅地が密集している。それに対し
て，市の全域を流れる養老川の中上流部は農山村の趣き
であり，人口も集落単位で分散している。前節で触れた
とおり，その中上流部の町村では合併以前から，簡易水

ダム建設の意図せざる結果
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道の組合がつくられ，地下水を原水として水道事業を行
なっていた。市原市水は町村合併を契機に，それらの簡
易水道を統合するかたちで成立したわけである。もちろ
ん，市営水道になってからも地下水を原水として利用し
ていた。そのことに特段の支障があったわけではない。
原水を高滝ダムの表流水に切り替える理由づけは，表向
きは，①将来の給水人口の増加を見越した安定供給，②
既存施設の老朽化に伴う更新の必要性，③地下水の過度
のくみ上げによる地盤沈下の回避，といったところに
あった。しかし現状では，①今後，給水人口が増加する
見込みはなく，②既存施設の改修は必要とはいえ，その
ことが表流水の利用と結びつく第一義的な理由とはなら
ないし，③工業用水としての地下水利用を規制していて
すでに地盤沈下のおそれはなくなっている，といった反
論ができる。特に③については，１９９３年，９４年に市原市
役所で聞き取り調査を行なった際，「関東地下水盆」と

いう言葉が出てきた。関東平野の地下は水盆のように
なっていて，地下水を貯えることができる。過剰にくみ
上げれば地盤沈下を引き起こすが，適度に使っていれば，
地盤は安定しつづける，というのである（７）。
ところが，現状では，地下水のくみ上げ規制が行き過

ぎて，地下水位が上昇し問題を引き起こしている。例え
ば，１９９１年１０月，長雨と台風の影響で武蔵野線新小平駅
ホームの擁壁から地下水が流出して水没してしまう，と
いう事態が発生した。また，東京駅や上野駅の地下ホー
ムでも地下水位の上昇によって水没の危険性が高まり，
地下の構造体をアンカーで固定する作業がつづけられて
いる。東京都は２３区内に４８の観測井戸を設けているが，
そのうちの１９地点で１５メートルから最大６０メートル地下
水位が上昇している，という（８）。
このように，１９５０年代後半から７０年代初頭の地盤沈下

の記憶が残存しているがゆえに過剰な規制がつづいて，

［表２］施設利用率の比較（％）

年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

市原市水道 ４６．７ ４６．９ ４８．１ ４７．７ ４７．６

千葉県水道局 ７０．５ ７０．５ ７１．１ ６９．５ ６９．５

同規模平均 ５８．４ ５８．８ ６０．２ ５８．８ ５９．１

全国平均 ６１．１ ６０．８ ６１．３ ６０．６ ６０．６

（資料）市原市水道部

［表３］給水原価の比較（円／m３）

年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

市原市水道 ６０９．５７ ６０３．９２ ５９２．２６ ５６８．６５ ５４６．６６

千葉県水道局 ２０１．６９ １９５．５８ １８８．３６ １９８．３８ １９７．６０

同規模平均 １７７．４０ １７８．８１ １７２．５９ １７９．１４ １７９．２９

全国平均 １７３．４０ １７２．７０ １６９．８４ １７３．７４ １７３．１７

（資料）市原市水道部

［表４］供給単価の比較（円／m３）

年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

市原市水道 ２０４．８２ ２０２．９５ ２０１．９１ １９９．６１ １９８．６０

千葉県水道局 ２０６．６０ ２０４．４５ ２０４．４２ ２０１．６９ ２０２．１７

同規模平均 １６９．９６ １７１．７９ １６８．４９ １６９．９３ １７１．９５

全国平均 １７２．８７ １７２．１７ １７２．０６ １７１．１４ １７１．６０

（資料）市原市水道部

［表５］営業収支比率の比較（％）

年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

市原市水道 ４２．９ ４２．４ ４２．４ ４３．５ ４４．９

千葉県水道局 １１２．２ １１３．１ １１６．９ １１０．３ １０９．３

同規模平均 １１２．５ １１１．０ １１２．２ １０８．６ １０９．４

全国平均 １１６．１ １１４．９ １１６．０ １１２．３ １１２．６

（資料）市原市水道部
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かえって弊害をもたらしている，というわけである。市
原市役所の担当者はその点を見越して，水道水源として
地下水を利用することに問題はない，と指摘したので
あった。
結局，地下水を水源としてそのまま利用していても特

に問題は生じなかったはずである。だがそこに，高滝ダ
ムの建設費用負担に伴う水利権の設定という問題が割り
込んできた。ここに今日における，①水道原水の水質悪
化，および②水道会計における一般財源からの繰入の増
大，といった負の要因の根源がある。

８．結 論

こうして，高滝ダムの利用と保全をめぐる問題の根源
が「論理」と「決定」の逆転の構図にあることを確認す
ることができた。
それにしても，開発側はいわば工業用水用のダムを上

水用に転用しても何も問題はない，と考えていたのだろ
うか。もしそうだとしたら，今日の事態は「意図せざる
結果」ということになる。確かに，鉛汚染問題に関して

は，予見できなかったのではないか，と思われる。とこ
ろが，１９９０年代は水道水源に関心の高まった時期であり，
それとの関連でいえば開発側は住民の厳しい監視の目を
軽視していたのだった。
その一方で，水質の悪化や水道会計の圧迫といった事

態は予測していたはずである。しかし水質の問題に関し
ていえば，それは技術的に解決可能だとみていたのでは
ないか。また，水道会計についていうと，将来にわたる
給水人口の増加によってつじつまが合う，とみていた可
能性が高い。結局，自分たちの都合のよい見通しや予測
に依拠することで，その後に起こった問題を捉え切れな
かったということだろう。
簡単にいえば，見通しの甘さである。この甘さが予測

可能な事態を「意図せざる結果」のようなかたちにして
しまった，といってよい。社会科学の世界において，こ
の「意図せざる結果」論はおなじみの問題である。それ
に対して，そこには文字通りの「意図せざる結果」と「意
図に反する結果」とがあることに注意せよ，と指摘した
ことがある（井上，２００１：８５頁）。この分類を踏まえて
いえば，高滝ダムをめぐって現在起きている問題はその

［表６］市原市水道事業決算の推移

収入（万円） 支出（万円）
営 業 収 益 営業外利益 営 業 費 用 営業外費用

１９９０年度 ９億２４７０ ９５２６ ７億４３８７ １億２０５８
１９９１年度 ９億３０４６ ２０７１ １０億５８６７ １億４４８３
１９９２年度 ９億１４６２ ５３９１ １１億６６２０ １億６８２６
１９９３年度 ９億６６６０ ５９９３ １２億２７０９ １億６６２０
１９９４年度 ９億９９２８ ６９１３ １４億９１６１ １億６５９５
１９９５年度 １０億１６６３ １５億８６１９ １７億５３３１ ８億３２９８
１９９６年度 １１億２０５８ １７億７８０１ ２０億５５４５ ８億０９９１
１９９７年度 １２億１４２１ １７億７５９５ ２０億９２００ ８億０９４４
１９９８年度 １１億８７９７ １８億６１９８ ２２億１３５２ ７億９８６７
１９９９年度 １１億９９２６ ２０億４５４９ ２３億８８４６ ８億２４５８
２０００年度 １１億９９０５ ２０億６８１６ ２４億３４１３ ８億０４２５
２００１年度 １１億６４４８ ２０億８８６４ ２４億０９５９ ７億８５３７
２００２年度 １１億０９８１ ２１億１９７７ ２４億２８９９ ７億５１９３
２００３年度 １１億２２４４ ２１億６１６６ ２５億０５０５ ７億５６６３
２００４年度 １１億４１０６ ２１億８１７２ ２４億４５９２ ７億７７２８
２００５年度 １１億２６７１ ２０億３５４４ ２４億１３２１ ７億２４０４
２００６年度 １１億１２１９ １９億４９８４ ２３億５０１０ ６億８７３７
２００７年度 １０億９２６１ ２０億５２４９ ２４億３９８７ ６億５７２３
２００８年度 １０億５６５４ １９億６９２３ ２３億８４９３ ６億１１６９
２００９年度 １０億５２９１ １９億６９１３ ２４億０２９１ ５億８０４８
２０１０年度 １０億７３３０ １９億５８３６ １０億７５５６ ５億０３６６
２０１１年度 １０億５４６７ １８億４２５８ １０億８４２１ ５億１９６４
２０１２年度 １０億４４０４ １７億３２０７ ２２億５２６２ ４億９４３８
（注１）千円以下は切り捨て。
（注２）支出が収入を上回る年度に関しては，一般会計繰入金で補填している。
（注３）２００５年度は，表記以外に特別利益と特別損失をそれぞれ９８６万９千

円計上している。
（注４）この間，１９９６年６月，２００４年４月に水道料金の改定が行なわれている。
（資料）『市原市統計書・平成３年版』～『市原市統計書・平成２５年版』による。
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どちらにも属さない。それは「漠然と予測はしていたも
のの，現実に起こってしまった結果」であり，予測の「甘
さ」から帰結し，またそれは，目先の目的にとらわれす
ぎた結果でもある。
だがここで翻って考え直してみよう。市原市水へのし

わ寄せに対して，市原市は一般会計からあらかじめ予算
を計上して水道会計の収支を均衡化させている。これは
一体何を意味しているのだろうか。
高滝ダムの生い立ちを考えてみると，平地ダムという

点に大きな特徴がある。この平地ダムには住居の移転補
償や鉄道，道路などの付け替え，それに住民の生活再建
対策などに多額の費用を要する。その一部を地元の市原
市が負担せざるを得なかったのではなかったか。その出
所になったのが市営水道の特別会計だったわけである。
だがその結果は赤字の増大であり，思うようにはならな
かった。これは「意図に反する結果」だったともいえる
し，予測の範囲内だったともみることができる。後者に
関していうと，ダム建設費の一部負担をとりあえず水道
会計という口座から出しはするが，うまくいかない場合
は補填として一般会計から支出する，つまりダム建設の
費用の一部を市の一般会計から負担する，という暗黙の
了解があったのではないか。
そうだとすると，残された問題は水質悪化という点で

ある。根本的な解決策は地下水への依存を高めていく，
ということなのだが，表流水の利用にかかわる施設を温
存することになるため，施設利用率は低下し，その点が
問われることになるかもしれない。折から総務省は「近
く全国の自治体に通知を出し，水道事業などの『経営戦
略』を練るように求める。将来にわたる事業の採算性を
把握し，急な値上げを防ぐ狙いだ」（『朝日新聞』２０１４年
８月１７日付）と報道されている。ここでいう「経営戦略」
の重要な要素は施設の無駄を省け，ということだろう。
また「急な値上げを防ぐ」というのは，赤字幅が拡大し
ないうちに小幅な値上げを段階的に考えろ，ということ
なのかもしれない。こうした要求にどのように対応する
のか，問題は今後もつづいていくことになるが，傷口を
これ以上広げないような早急の対応，決断が求められて
いる。

〈注〉

⑴ 「千葉県こどもの国」は１９７１年５月に開園した。だ
が２００６年９月，運営主体の財団法人が解散したため閉
園され，その後，蓮沼海浜公園などの運営主体である
「千葉県レクリェーション都市開発」に売却されるに
至った。２００７年２月，「千葉こどもの国キッズダム」
として再開している。

⑵ 高滝ダムの総工事費は３７３億円である。そのうち，
本工事費が１７０億６４００万円，用地費，補償費が１７４億
７７００万円となっている（千葉県，１９９０a：６３８頁）。費
用負担の内訳は，河川分として千葉県と国がそれぞれ
２４．８５％（９２億６９０２万円），都市用水分として千葉県水
が３４．６％（１２９億０５８０万円），市原市水が１５．７％（５８億
５８１０万円）を負担した（千葉県，１９９０a：６３８頁）。そ
の負担に見合う水利権は，千葉県水が９５，０００m３／１日，

市原市水が４３，２００m３／１日，である（千葉県，１９９０a：
１６頁）。
⑶ この逆転の構図は，井上（１９９６：７３―７４頁）で分析
したものである。

⑷ 下地とは，中世の荘園内の土地そのものを指す場合
があり，下地村の由来は荘園だったことにあるのかも
しれない。

⑸ 熊野修験道の全国各地への進出は，古代末期から中
世初頭のこととされる（豊島，１９９２：１０８頁）。

⑹ 養老川流域には古代からの製鉄や鍛冶にかかわる遺
跡が点在している。その概要については，千葉県教育
庁文化課編（１９８６：３４―３７頁），を参照。

⑺ １９９３，９４年に行なった聞き取り調査の概要について
は，西野・八窪（１９９５），を参照。

⑻ TBS-TV「噂の⁉ 東京マガジン」２０１３年８月４日
放送の「老朽化！地下水！東京の地下が大変だ」によ
る。
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〈付記〉

本稿は，「河川環境の保全と利用に関する環境社会学

的研究」（科学研究費補助金・基盤研究C，２０１３～１５
年度，課題番号２５３８０６５４）による研究成果の一部であ
る。
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